
石巻地方広域水道企業団パブリックコメント募集要項 

案件名 水道料金改定（案）について 

意見募集の趣旨 

給水人口の減少に伴い、給水収益の減少が見込まれる中、老朽化し

た施設や水道管路の更新事業を進めながら、近年多発している自然災

害にも備えていかなければなりません。このことから、安全安心な水

道を維持していく財源を確保するための水道料金改定（案）について、

皆様方からのご意見・ご提言等を募集するものです。 

意見を提出できる方 

(1) 石巻市及び東松島市内に住所を有する者 

(2) 石巻市及び東松島市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人 

その他の団体 

(3) 石巻市及び東松島市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

(4) 石巻市及び東松島市内に存する学校に在学する者 

(5) 本企業団との給水契約を有する者 

(6) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの 

意見の募集期間 令和４年７月１日から令和４年８月１０日まで（必着） 

意見の提出方法 

所定の意見提出用紙に、住所・氏名等と案件に対するご意見及びそ

の理由を日本語で記入し、電子メール、ファクシミリ、直接又は郵便

等により提出してください。 

なお、所定の意見提出用紙は、企業団ホームページからダウンロー

ドすることができます。また、企業団本庁舎２階の情報公開コーナー

にも用意しております。 

【意見の提出先】 

〒986-0861 石巻市蛇田字新上沼１１６番地 

石巻地方広域水道企業団 経営企画課 

メールアドレス keieikikaku@ishikousui.or.jp 

FAX番号     0225-93-6515 

※ 電話での受付はできませんので、あらかじめご了承ください。 

公表資料 

【意見募集資料】  

石巻地方広域水道企業団 水道料金改定（案） 

【参考資料】 

 石巻地方広域水道企業団水道料金のあり方の審議 

お問い合わせ先 経営企画課  電話番号 0225-95-2847  FAX番号 0225-93-6515 

備考 

・ 結果については、同趣旨のご意見等を取りまとめのうえ、その要

旨とそれに対する企業団の考え方を、ホームページ及び情報公開コ

ーナーで公表する予定です。 

なお、個人が特定できる内容等、石巻地方広域水道企業団情報公

開条例に規定する不開示情報は公表しません。 

・ 個人情報の取扱いについては、石巻地方広域水道企業団個人情報

保護条例に基づき適正に管理します。 

・ 提出していただいたご意見等に対する個別の回答はいたしかねま

すので、あらかじめご了承ください。 

用紙➁ 修正案 


